
証券コード 4450
2022年３月14日

株 主 各 位
東京都千代田区九段北一丁目13番５号
株式会社パワーソリューションズ
代 表 取 締 役 社 長 高 橋 忠 郎

第20期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
さて、当社第20期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあ

げます。

なお、本株主総会における新型コロナウイルスの感染リスクを避けるため、株主の
皆様には、株主総会当日のご来場を見合わせていただき、書面による議決権行使を行
っていただくよう強くご推奨申しあげます。

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に
賛否をご表示いただき、2022年３月29日（火曜日）午後７時までに到着するようご送
付くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 2022年３月30日（水曜日） 午前10時00分
(受付開始 午前９時30分)

2. 場 所 東京都千代田区九段北一丁目８番10号
ベルサール九段 ４階
※前回の定時株主総会と会場が異なりますので、末尾の定時株主総会会
場ご案内図をご参照いただき、お間違いのないようご注意願います。

3. 目 的 事 項
報 告 事 項 １．第20期（2021年１月１日から2021年12月31日まで）事業

報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員
会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第20期（2021年１月１日から2021年12月31日まで）計算
書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限

付株式の付与のための報酬改定の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙をご提出くださいますようお願い

申しあげます。
◎ 株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インター

ネット上の当社ウェブサイト（https://www.powersolutions.co.jp/）に掲載させていただ
きます。
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(添付書類)

事 業 報 告

(2021年１月１日から
2021年12月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度における我が国経済は、東京オリンピックの開催を筆頭に好転

の兆しはあったものの、新型コロナウイルスの感染拡大に対応するための企業活

動の自粛や、断続的な緊急事態宣言の発令により、長期に渡る停滞が続いており

ました。新型コロナウイルスワクチンの普及から経済活動の回復が進んでおりま

したが、個人消費の回復は鈍く、変異株の出現による感染再拡大も発生しており、

依然として先行きは不透明な状況が続いております。

当社の主要販売先である金融業界におきましては、顧客の経営戦略に伴って業

務・事務負担が発生する毎に必要な対応やグループの統廃合によるシステムの統

廃合など、業界全体として引き続き需要が高まっております。さらに、今後の注

力サービスであるRPA（ロボティック・プロセス・オートメーション）関連サービ

スの市場は依然として各種メディアでの注目度は高く、生産年齢人口の減少や新

型コロナウイルス感染症拡大による働き方の変化によって金融業界のみならず一

層活用期待は高まっております。

このような経営環境のもと、RPA等の活用を含むIT利活用やデジタル化による業

務プロセス改革（デジタルトランスフォーメーション）の継続した需要増加を背

景に、顧客からの引き合いは依然として強く、それに伴い、積極的なコンサルタ

ント人材の育成、コンサルタント経験者の採用及び金融機関に留まらないあらゆ

る業界の企業との更なる新規取引の獲得や業界特化型RPAサービス提供に向けた企

画・ 販促活動をしてまいりました。新型コロナウイルス感染症の影響により受注

時期の遅延や予定されている見込み案件の凍結なども発生し、製造原価の固定費

（人件費）比率が高い当社の業績に影響がありましたが、こうした動きは収まりつ

つあります。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は3,801,334千円、営業利益は360,532千

円、経常利益は379,538千円、親会社株主に帰属する当期純利益は253,561千円と

なりました。

なお、当社グループは、当連結会計年度より連結計算書類を作成しているため、

前連結会計年度との比較はしておりません。
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(2) 設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資総額は、16,990千円となっております。その

内訳は、親会社の九段下オフィスの改装による事務所設備工事等7,575千円及び子

会社の九段下オフィス新設による事務所設備工事4,387千円、什器購入5,027千円

であります。

(3) 資金調達の状況

当社は資金の機動的な調達に備え、取引銀行３行との間に特別当座貸越契約を

締結しております。なお、当連結会計年度末における借入実行残高はありません。

(4) 対処すべき課題

＜当社グループ＞

① 優秀な人材の確保

当社グループにおいて、事業規模及び事業領域の拡大には、適切な水準でサ

ービスを提供する質の高い人材の確保が必要であり、人材が重要な経営資源の

一つであると考えております。今後も積極的な採用活動を継続するとともに、

採用した人材に対する成長機会の提供や働きやすい環境の整備などを通じて離

職率を抑制し、優秀な人材が定着化する仕組み作りを進めてまいります。

② グループとしてのコーポレート・ガバナンス体制及びグループ連携の強化

当社グループでは、優秀な人材の獲得及びBtoBのIT分野でのサービスの幅の

拡大を主な目的として、今後もM&Aを推進していく方針です。そのような状況に

おいて、当社グループとして健全な成長を継続していくため、子会社を含むグ

ループ全体としてのガバナンス強化並びに内部管理体制強化をこれまで以上に

進めるとともに、グループシナジー発揮のため、グループ企業間の営業連携や

人事交流等の施策を推進してまいります。

＜当社＞

① 既存事業の受注拡大

・安定的な取引の実現

当社グループは設立以降、着実な実績の積み重ねにより、資産運用会社を

はじめとする金融機関との取引を実現するに至りました。今後も製販一体体

制、一気通貫したサービス提供体制を強化し、提案力及び顧客の満足度向上

に努め、既存取引先及び新規取引先との安定的な案件獲得を目指します。

既存取引先は、2020年12月期に案件受注実績のある取引先企業71社のうち、

2021年12月期も案件受注実績がある取引先企業は61社であり、2021年12月期

の取引継続率（注１）は85.9％となっております。2021年12月期の新規取引

は、RPA関連サービス52社、RPA関連サービス以外（航空券手配代行サービス

を除く）12社獲得しましたが、今後、更なる顧客基盤の強化を目指します。
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・プライム案件（注２）の獲得

システム開発業界では、ピラミッド構造と呼ばれる開発体制が一般的であ

りますが、当社は、各種SIerからサービスを導入した後のエンドユーザーの

支援を行うため、顧客である金融機関と直接コミュニケーションをとって案

件を推進するプライム案件が多数を占めております。プライム案件は、中抜

きが発生しないことで収益性が高まる案件が多くなる傾向にあり、また、顧

客と直接コミュニケーションが取れることで次の案件提案につながるニーズ

を把握することも可能であります。当社は、今後も当該案件の拡大を目指し

てまいります。なお、2021年12月期において、RPA関連サービス及び航空券手

配代行サービスを除く売上高2,999,647千円のうちプライム案件の売上高は

2,662,648千円であり、プライム案件売上高比率は88.8％となっております。
（注）1. 取引継続率

RPA関連サービス及び航空券手配代行サービスのみを提供している取引先を除く。

2. プライム案件

RPA関連サービス及び航空券手配代行サービスのみを提供している取引先を除き、

エンドユーザーである顧客との直接取引及び顧客グループのシステム開発会社と

の取引を指す。

② 顧客業務プロセスのデジタルプラットフォームとしてのRPA導入推進

人口減少・少子高齢化が深刻さを増す我が国において、持続的に成長を図る

ためには生産性向上は避けて通れない課題です。今後、コロナ禍を契機として、

世界規模でのデジタル化が加速する中、激しく変化する事業環境において我が

国企業が生き残っていくには、デジタル化の進展により変化する社会・経済に

合わせて、自身の組織やビジネスモデルを変革し、デジタルを業務効率化のた

めだけのツールとして実装するのではなく新たな価値の創出に活用することに

よって競争上の優位性を確立させる「デジタル・トランスフォーメーション」

の実行が、これまで以上に求められている（出典：総務省「令和３年版情報通

信白書」）とされております。日本国内のRPA市場は、2019年度の52,970百万円

から2023年度には152,000百万円（出典：株式会社矢野経済研究所「RPA（ロボ

ティック・プロセス・オートメーション）市場に関する調査（2020年）」）に拡

大すると試算されております。

・新規取引業界及び顧客の獲得

業務プロセスの効率化は企業においてIT投資で解決したい短期的、中期的

な経営課題として高い優先度に位置付けられており、RPAは、導入率の伸びが

鈍化したものの、一定程度の広がりをみせ、導入が進んできた結果ではない

かと推察されております（出典：一般社団法人日本情報システム・ユーザー

協会「『企業IT動向調査報告書2021』ユーザー企業のIT投資・活用の最新動向

（2020年度調査）」）。また、2021年のRPA導入率は、年商50億円以上の企業の導
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入率は全体で37%となっており、2020年に比べ導入率に大きな変化はないもの

の、導入済みの企業における活用率は上昇しております（株式会社ＭＭ総研

「RPA国内利用動向調査2021」）。既存取引先への導入推進に加えて、今まで取

引がなかった非金融事業者の幅広い業界の企業からの問い合わせや受注が発

生しており、今後、新規取引業界及び取引先の獲得を強化してまいりたいと

考えております。

・広範な業務プロセスへの関与

当社はRPAの主要製品を提供するUiPath社のダイヤモンドパートナーであ

り、ライセンス販売や導入コンサルティングを提供しております。UiPath

RPA Platformの企業への本格導入にあたっては、「UiPath Orchestrator」を

導入し、顧客企業の各種システムを活用した各業務の自動化状況を把握・制

御（注）するよう設定いたします。UiPath RPA Platform上に各業務が集約さ

れた結果、当社が潜在的なニーズを発見しやすくなり、システム開発やコン

サルティングの需要を掘り起こすことが可能となります。

当社は、RPAライセンス販売や導入コンサルティングはもちろん、RPA導入

後も顧客業務プロセスを改善する案件を獲得していきたいと考えております。

（注） オーケストレーション機能と呼ばれており、ソフトウェアロボットの監視、管理、ワ

ークフロージョブの管理、ユーザー管理・監査証跡など様々な機能を一元管理するこ

とができる。

③ 優秀な人材の確保と育成

当社が継続して成長し発展していくためには、業務分析スキルやITスキルを

もった優秀な人材の確保と育成が最重要経営課題であります。そのため、ITコ

ンサルタントの転職イベントへの出展、当社ホームページでの採用特設サイト

等を通じて当社の知名度向上・ブランディング強化を図り、継続的な新卒採用

と即戦力となるキャリア採用を推進しております。

また、MD(Managing Director)制（注１）に基づいて人材育成や実績に応じた

報酬制度を採用しており、2021年12月期においては、MD18名の年間インセンテ

ィブ金額総額は86,539千円であり、MDの平均インセンティブは4,808千円（注

２）となっております。

当社の事業展開と発展のためには、ITコンサルタントとしての資質を備えて

いることに加えて顧客経営層と現場担当者の双方のニーズを適切に汲み取れる

コミュニケーションスキルやRPA技術等先端ITの動向に対応できる人材が必須の

ため、人材開発に関連する投資を実行してまいります。

また、RPAに関する人材確保のため、UiPathアカデミートレーニング（注３）

及びUiPathアカデミー RPAディベロッパー認定資格（注４）など、2021年12月

末現在72名である修了・資格保有者を更に増加するよう取り組んでまいります。
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（注）1. MD制

組織を各部署に分け、それぞれをひとつの会社のように位置付けて部署別収益管

理制度をベースに運営することで部署の収益に個人の賞与を連動させる制度。な

お、当社の賞与は、業績等に連動するインセンティブ賞与と業績等に連動しない

基本賞与の2段構造となっており、インセンティブとは、年２回(夏、冬)の賞与の

うち、部署及び個人の成果に連動したインセンティブ賞与を指す。

2. 2021年12月期のMDの年間インセンティブ金額総額をMD数で除して算出。

3. UiPath社が提供するRPA開発に必要な知識を習得できるオンライン学習サービス。

4. UiPathの製品と機能について深い知識を持ち、ベストプラクティスと原則に基づ

いた開発スキルを証明する資格。

(5) 財産及び損益の状況の推移

① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分
第17期

自 2018年１月１日
至 2018年12月31日

第18期
自 2019年１月１日
至 2019年12月31日

第19期
自 2020年１月１日
至 2020年12月31日

第20期
自 2021年１月１日
至 2021年12月31日

売上高（千円） － － － 3,801,334

経常利益（千円） － － － 379,538

親会社株主に帰属する
当期純利益（千円）

－ － － 253,561

１株当たり当期純利益（円） － － － 176.36

総資産（千円） － － － 2,817,991

純資産（千円） － － － 1,918,831

（注）当連結会計年度が連結初年度となりますので、第19期以前については記載しておりません。

② 当社の財産及び損益の状況

区 分
第17期

自 2018年１月１日
至 2018年12月31日

第18期
自 2019年１月１日
至 2019年12月31日

第19期
自 2020年１月１日
至 2020年12月31日

第20期
自 2021年１月１日
至 2021年12月31日

売上高（千円） 2,364,018 2,872,320 2,678,264 3,265,439

経常利益（千円） 291,086 328,798 78,544 357,695

当期純利益（千円） 202,525 223,286 69,925 248,932

１株当たり当期純利益（円） 195.11 199.69 51.20 173.14

総資産（千円） 1,249,172 2,164,635 2,105,746 2,660,808

純資産（千円） 787,984 1,615,710 1,649,748 1,914,202

（注）1. 2018年３月12日付で普通株式１株につき1,000株の株式分割を行っております。また、2019
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年６月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。そのため、第17期

の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益を記載しております。

2. 第18期に総資産及び純資産が増加しているのは、2019年10月1日に当社株式を東京証券取引

所に上場して第三者割当増資を行っているためであります。

(6) 重要な子会社の状況

会社名 資本金 当社の議決権比率 主要な事業内容

株式会社
エグゼクション

80百万円 100.0%
インフラエンジニ
アリング事業

（注）2021年４月９日付で株式会社エグゼクションの株式を取得し、子会社といたしました。

(7) 主要な事業内容

当社グループは、情報システムの構築、運用管理、保守等に関するあらゆるサ

ービスを提供するトータルシステムインテグレータが主たる事業であり、以下の

事業を行っております。

(1) システムコンサルティング

(2) システム設計及び開発

(3) プロジェクトマネジメントに関するコンサルティング業務

(4) アウトソーシング事業

(5) 労働者派遣に関する一切の業務

(6) RPAライセンスの販売

(7) RPAに関するコンサルティング、システムの導入、設計及び開発

(8) 主要な事業所（2021年12月31日現在）

① 当社

本 社：東京都千代田区

営業所：福岡県福岡市

大阪府大阪市

② 子会社 株式会社エグゼクション

本 社：東京都千代田区

(9) 従業員の状況（2021年12月31日現在）

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

297名 －

（注）1. 従業員数は、企業集団から他社への出向者を除き、他社から企業集団への出向者を含む就

業人員数であります。

2. 第20期（当連結会計年度）より連結計算書類を作成しておりますので、前連結会計年度末

比増減は記載しておりません。
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(10) 主要な借入先（2021年12月31日現在）

金融機関からの借入金はありません。

なお、取引金融機関と取引限度額を決めた特別当座貸越契約を締結しておりま

す。

2. 会社の状況に関する事項

(1) 株式に関する事項（2021年12月31日現在）

① 発行可能株式総数 4,000,000株

② 発行済株式の総数 1,368,132株

③ 株主数 722名

④ 上位10名の株主

株 主 名 持株数（株） 持株比率（％）

合同会社未来企画 298,000 21.86

合同会社一誠堂 284,000 20.83

佐藤 成信 98,000 7.19

兼子 浩之 88,000 6.45

高橋 忠郎 63,555 4.66

老川 信二郎 35,111 2.58

村澤 大輔 33,200 2.43

槇田 重夫 25,900 1.90

株式会社ＳＢＩ証券 23,700 1.74

加藤 秀和 20,000 1.47

（注）当社は自己株式4,668株を保有しております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しており

ます。

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

当事業年度中、譲渡制限付株式報酬制度に基づいて、下記のとおり株式を交

付いたしました。

取締役、その他役員に交付した株式の区分別合計

区分 株式数 交付対象者数

取締役（監査等委員である取締

役及び社外取締役を除く。）
13,332株 ４名

（注）監査等委員である取締役及び社外取締役には交付しておりません。
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⑥ その他株式に関する重要な事項

当社は、2021年３月30日開催の第19期定時株主総会の決議に基づき、譲渡制

限付報酬制度を導入しました。これを受けて、当社は2021年３月30日開催の取

締役会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬として、自己株式の処分を決議し、

同４月30日付けで当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して、

自己株式13,332株の処分を行っております。なお、この譲渡制限付株式は、取

締役の地位を喪失する日までの間、譲渡、担保等の設定その他の処分をするこ

とができないものといたしております。

(2) 当事業年度末日における当社役員が保有する新株予約権の状況

第１回新株予約権

決議年月日 2018年６月15日

付与対象者の区分及び人数（名）
取締役（監査等委員及び社外取締役を除く）

３名
取締役（監査等委員）３名

新株予約権の数（個） 4,382個

新株予約権の目的となる株式の種類及び数（株） 普通株式 8,764株

新株予約権の発行価額 無償

新株予約権１個当たりの行使価額 1,600円

新株予約権の行使期間
2020年７月19日から
2028年３月28日まで

新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使
時においても、当社または当社子会社の取締
役、監査役または従業員その他これに準ずる
地位にあることを要するものとする。ただ
し、新株予約権の割当てを受けた者が任期満
了により退任または定年退職した場合、その
他正当な理由がある場合にはこの限りではな
い。

② 新株予約権の割当てを受けた者が死亡した場
合はその権利を喪失する。

③ 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めな
いものとする。

（注）1. 新株予約権１個につき目的である株式（以下「付与株式数」という。）は、当社普通株式２

株とする。なお、新株予約権を割当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が当社普通

株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものと

する。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割（または株式併合）の比率
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また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転（以下総称して「合併

等」という。）を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整

を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内

で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる１株未満の

端数は切り捨てる。

2. 新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に

際して払込をすべき１株当たりの金額800円（以下「行使価額」という。）に本新株予約権

に係る付与株式数を乗じた金額とする。なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式

分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応

じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

株式分割（または株式併合）の比率

また、割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自

己株式の処分を行う場合（当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または

当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）

の転換または行使の場合を除く。）、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものと

し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。

既発行

株式数
＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後

行使価額
＝

調整前

行使価額
×

時価

既発行株式数＋新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する

普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新

規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。さらに、割当日後、当社が合併

等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場

合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価

額を調整することができる。

3. 新株予約権の取得条項

① 当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新

株予約権を無償で取得することができる。

② 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社の株主総会で承認された場合、ま

たは、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が

当社の株主総会で承認された場合には、当社は、本新株予約権を無償で取得すること

ができる。

4. 組織再編行為時における新株予約権の取扱い

当社が合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換及

び株式移転（以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発

生日において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に

対し、それぞれの場合につき、合併等において定める契約書または計画書等に定めた場合

には、それぞれの合併等において定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、
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会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「合併等対象会社」と

いう。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約

権は消滅し、合併等対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。

(3) 会社役員に関する事項

① 取締役に関する事項（2021年12月31日現在）

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役会長 藤 田 勝 彦 ―

代表取締役社長 高 橋 忠 郎 ―

取締役 老 川 信二郎 資産運用DX推進本部長

取締役 兼 子 浩 之 アウトソーシングビジネス本部長

取締役 川 嶋 しづ子 経営管理本部長

取締役 佐 藤 成 信 株式会社エグゼクション代表取締役社長

取締役
（監査等委員）

尾 崎 弘 之
神戸大学大学院教授
デリカフーズホールディングス株式会社取締役
株式会社ダイセキ環境ソリューション取締役監査等委員

取締役
（監査等委員）

中 村 修 一
中村修一税理士事務所所長
合同会社さくら会計代表社員

取締役
（監査等委員）

岩 下 誠 ―

（注）1. 取締役尾崎弘之、中村修一及び岩下誠の３氏は、社外取締役であります。

2. 当社は、監査等委員会の職務として、重要会議への出席等を通じて情報の収集を行うほか、

内部監査部門及び業務執行取締役から定期的にヒアリングを行い、監査の実効性を確保し

ていることから、常勤の監査等委員を選定しておりません。

3. 当社は、取締役尾崎弘之氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定

し、同取引所に届け出ております。

4. 監査等委員中村修一氏は、税理士の資格を有しており、会計及び税務に関する相応程度の

知見を有するものであります。

② 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第１項の規定により、業務執行取締役等でない取締役

との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結し

ており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額としてお

ります。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該業務執行取締役等で

ない取締役が責任の原因となった職務の執行について善意でかつ重大な過失が

ない場合に限られます。
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③ 補償契約の内容の概要

当社は、当社役員との間で、補償契約は締結しておりません。

④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、取締役（監査等委員である取締役であるものを含む。）、執行役員、

当社グループの取締役、執行役員、監査役がその期待される役割を十分に発揮

できるようにするとともに、取締役、執行役員として有用な人材の招聘を行う

ことができるよう、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当社

が保険料の全額を負担しております。

その契約の内容の概要は、当社グループの取締役、監査役及び執行役員全員

を被保険者として、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起

因して、保険期間中に株主、会社、従業員、その他第三者から賠償責任請求が

なされた場合に掛かる損害賠償金及び訴訟費用を補うものです。

⑤ 取締役の報酬等の額

1. 取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針に関する事項

当社は、2021年２月12日開催の取締役会において、個人別の報酬等の内容

に係る決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る

決定方針の内容は、次のとおりです。

(1) 報酬制度の基本方針

当社の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の報酬

は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する

よう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬決定に際して

は各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。業務執行

取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭

報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に

鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。また、監査等委員である取締

役の報酬については、監査等委員である取締役の協議をもって各監査等委

員が受ける報酬等の額を定めるものとします。

(2) 個人別の報酬等の額の決定に関する方針

当社の取締役の基本報酬（金銭報酬）は、月例の固定報酬とし、役位、

職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考

慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。

(3) 業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の

決定に関する方針

業績連動報酬等は現金報酬とし、事業年度ごとの業績向上に対する意識

を高めるため、各事業年度の経常利益の目標値に対する達成度合いに基づ
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いて算定することが適切であると判断しております。目標となる業績指標

とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環

境の変化に応じて見直しを行うものとします。なお、当年度の経常利益に

関する実績は、１．(5) 財産及び損益の状況の推移に記載のとおりです。

非金銭報酬等は、譲渡制限付株式（RS）とし、創業者を除き、譲渡制限付

株式報酬制度の目的、当社の業績、職責の範囲その他諸般の事情を勘案し

基本報酬の一定割合が譲渡制限付株式（RS）となるよう設定し、任期中の

取締役会が決定した時期に支給します。当該株式報酬の内容及びその交付

状況は、２．(1) 株式に関する事項に記載のとおりです。なお、適宜、環

境の変化に応じて見直しを行うものとします。

(4) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

個人別の報酬額については、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役

の担当部門についての評価を行うには代表取締役が適しているという理由

から、取締役会の決議に基づき代表取締役社長高橋忠郎がその具体的内容

について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬

の額、業績連動報酬等（業績を踏まえた賞与の評価配分）および非金銭報

酬等（勤務条件のみの譲渡制限付株式）の割合とします。取締役会は、当

該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、報酬委員会に原

案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、

当該答申の内容を踏まえつつ決定をしなければならないこととします。こ

れらの手続きを経て取締役の個人別の報酬等が決定されていることから、

取締役会は、その内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断し

ております。

2. 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

当社取締役（監査等委員を除く。）の基本報酬額は、2020年３月27日開催の

第18期定時株主総会決議において年額３億円（ただし、使用人兼務取締役の

使用人分給与は含まない）以内、非金銭報酬額は、2021年３月30日開催の第

19期定時株主総会において、第18期定時株主総会決議で決議されました基本

報酬である年額３億円の報酬枠内及び当社取締役（監査等委員）の報酬額は、

2020年３月27日開催の第18期定時株主総会決議において年額3,000万円以内と

決議しております。第18期定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除

く。）の員数は５名（うち社外取締役は０名）、取締役（監査等委員）の員数

は３名（うち社外取締役は３名）、第19期定時株主総会終結時点の取締役（監

査等委員を除く。）の員数は６名（うち社外取締役は０名）、取締役（監査等

委員）の員数は３名（うち社外取締役は３名）です。
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3. 取締役の報酬等の総額等

役員区分
報酬等の総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる役

員の員数基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役（監査等委員

を除く）

（うち社外取締役）

168,597

（―）

103,800

（―）

42,300

（―）

22,497

（―）

６名

（―）

監査等委員である取

締役

（うち社外取締役）

6,720

（6,720）

6,720

（6,720）

―

（―）

―

（―）

３名

（３名）

合計

（うち社外取締役）

175,317

（6,720）

110,520

（6,720）

42,300

（―）

22,497

（―）

９名

（３名）

（注）合計欄は実際の支給人数を記載しております。

⑥ 社外役員に関する事項

1. 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

重要な兼職先につきましては、(3) ①「取締役に関する事項」に記載のと

おりです。当社と兼職先との間に取引関係等はありません。

2. 当事業年度における主な活動状況

氏 名 地 位 主な活動状況

尾 崎 弘 之
取締役

（監査等委員）

当事業年度に開催された取締役会17回、監査等委員会15回の
全てに出席し、主に金融機関等の豊富な経験や見識並びに外
部的視点から議案・審議等につき必要な発言を適宜行ってお
ります。

中 村 修 一
取締役

（監査等委員）

当事業年度に開催された取締役会17回、監査等委員会15回の
全てに出席し、主に税理士として会計及び税務に関する高度
な知識や経験から議案・審議等につき必要な発言を適宜行っ
ております。

岩 下 誠
取締役

（監査等委員）

当事業年度に開催された取締役会17回、監査等委員会15回の
全てに出席し、主に企業経営の知見並びに外部的視点から議
案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。

(4) 会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ
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(2) 報酬等の額

支払額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 31,500 千円

当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合
計額 31,500 千円

（注）1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基

づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当

事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意した理由

監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を

踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況等

を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査

人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定方針

監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由または

これに準じる事由に該当すると認められた場合、必要と認めるときは、同法第

344条の定めに従い、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関す

る議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の監査品

質、職務執行状況等諸般の事情を総合的に勘案し、再任しないことが適切であ

ると判断した場合には、同法第344条の定めに従い、株主総会に提出する会計監

査人の不再任に関する議案の内容を決定いたします。

(5) 業務の適正を確保するための体制

当社は、会社法に定める「取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを

確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するために必要なものとして、

法務省令で定める体制の整備」に関して、当社で定める内部統制システム構築の

基本方針に従って次のとおり体制を整備しております。

1. 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため

の体制

(1) 当社は、コンプライアンス体制の基礎として、「コンプライアンス規程」を

制定しております。全役職員が法令、定款はもとより社会規範を遵守するこ

とを明確にするとともに、その遵守の重要性について繰り返し情報発信する

ことにより、周知徹底を図ります。

(2) 当社は、「リスク・コンプライアンス委員会」の定期的な開催、「コンプラ

イアンス規程」の制定、内部監査及び顧問弁護士による助言等によりコンプ
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ライアンス体制を構築し、コンプライアンスの遵守状況や事業におけるリス

クの把握に努め、コンプライアンスの実効性を確保しております。

(3) 「リスク・コンプライアンス委員会」は、定期的な開催に加えて、万が一

不正行為が発生した場合には、その原因究明、再発防止策の策定及び情報開

示に関する審議を行い、その結果を踏まえて担当部署は再発防止活動を推進

します。

(4) 内部通報体制として通報窓口（ホットライン）を設け、法令及びコンプラ

イアンスの違反またはその恐れのある事実の早期発見に努めます。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1) 取締役の職務執行に係る情報については、法令及び「文書管理規程」に基

づき、文書または電磁的媒体に記録し、保存します。

(2) 情報セキュリティについては、「情報セキュリティ管理規程」に基づき、情

報セキュリティに関する責任体制を明確化し、情報セキュリティの維持・向

上のための施策を継続的に実施する情報セキュリティ管理体制を確立します。

情報セキュリティに関する具体的な施策については、「情報セキュリティ委員

会」で審議し、推進します。

(3) 個人情報については、法令及び「個人情報保護規程」に基づき、厳重に管

理します。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 当社は、潜在的リスクの早期発見及び事故・不祥事等に対する迅速かつ適

切な対応を講じます。

(2) 経営上の重大なリスクへの対応方針、その他リスク管理の観点から重要な

事項については、「リスク・コンプライアンス委員会」において十分な審議を

行い、その結果を取締役会に報告します。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 取締役会は、原則として毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時に開催

し、事業運営に関する機動的な意思決定を行っております。

(2) 中期経営計画により、中期的な基本戦略、経営指標を明確化するとともに、

年度毎の利益計画に基づき、目標達成のための具体的な諸施策を実行してお

ります。

(3) 当社は、「組織規程」及び「業務分掌規程」、「職務権限規程」に基づき、担

当職務、業務分掌、指揮命令関係等を明確化し、取締役の効率的な職務執行

を図るとともに、その職務執行状況を適宜、取締役会に報告しております。
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5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) 当社は、子会社の経営の自主独立を尊重しつつ、グループ経営の適正かつ

効率的な運営に資するため「関係会社管理規程」を制定しております。

(2) 子会社に関する重要事項は、当社の取締役会において審議し、決議するも

のとします。また、子会社には当社の監査等委員以外の取締役または従業員

を派遣することにより、子会社の業務及び取締役の職務執行の状況について、

当社の取締役会に定期的に報告がなされる体制としております。

(3) 当社のリスク・コンプライアンス委員会、情報セキュリティ委員会などの

重要な委員会は、グループを視野に入れて活動することとし、必要に応じて、

子会社の取締役を会議に参加させるものとします。

(4) 当社の内部監査担当部署は、当社各部門の監査を実施するとともに、子会

社の監査を実施または統括し、子会社が当社の内部統制に準拠した体制を構

築し、適正に運用するよう監視、指導しております。

6. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項並びに当該

取締役及び当該使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの

独立性に関する事項

(1) 監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会の職務を補助する取締役及

び使用人を置きます。

(2) 監査等委員会の職務を補助する取締役及び使用人の任命・異動等人事に関

する事項については、監査等委員会の同意を得たうえで行い、指揮命令等に

ついて当該使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性

を確保します。

7. 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他監査等委員

会への報告に関する事項

(1) 当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査等委員会の求めに応じて、随

時その職務の執行状況その他に関する報告を行います。

(2) 監査等委員会は、重要会議への出席または不定期の会議等において、経営

の状態、事業遂行の状況、財務の状況、内部監査の実施状況、コンプライア

ンスの状況等の報告を受けることができます。

(3) 当社及び子会社の取締役及び使用人は、法定の事項に加え、当社に重大な

影響を及ぼすおそれのある事項、重要な会議体で決議された事項、内部通報

制度、内部監査の状況等について、遅滞なく監査等委員会に報告するものと

します。

― 17 ―

2022年03月01日 11時11分 $FOLDER; 17ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



8. 監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取

扱いを受けないことを確保するための体制

当該報告者が報告を行ったことに関していかなる不利益も与えてはならない

ことを明確にしております。

9. 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）

について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員は、監査法人や弁護士への相談に係る費用を含め、職務の執行に

必要な費用を会社に請求することができ、会社は当該請求に基づき支払うもの

とします。

10. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査等委員会は、重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するために、

取締役会等の重要な会議に出席するとともに、稟議書その他重要な業務執行

に関する文書の閲覧、当社及び子会社の取締役及び使用人等に対してヒアリ

ングを実施することができます。

(2) 監査等委員会は、監査法人及び内部監査担当部署と監査上の重要課題等に

ついて定期的な情報交換を行い、相互の連携を深め、内部統制状況を監視し

ます。

11. 財務報告の信頼性を確保するための体制

(1) 金融商品取引法その他の法令に基づき、内部統制の有効性の評価、維持、

改善等を行います。

(2) 当社及び子会社の各部門は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による

牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努めます。

12. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況への対応

(1) 当社及び子会社は、「反社会的勢力排除に関する規程」などに基づき、反社

会的勢力の排除に向けた体制の整備を強化しております。

(2) 反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から所轄警察署や顧問弁護士等、

外部専門機関との密接な連携を構築します。
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(6) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他会社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであ

ります。

① 内部統制システム全般

当社の内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の内部監査人がモニタ

リングし、内部統制の有効性を確保しております。

② コンプライアンス

法令違反・不正行為等の早期発見及びこれらを未然に防止することを目的と

して「リスク・コンプライアンス委員会」を設置しており、当事業年度におい

ては、15回開催しております。また、当社の使用人に対し、その階層に応じて

必要なコンプライアンスについて、社外研修を実施し、法令及び定款を遵守す

るための取り組みを継続的に行っております。さらに、内部通報体制として通

報窓口（ホットライン）を設け、法令及びその他コンプライアンスの違反また

はその恐れのある事実の早期発見に努めております。

③ リスク管理体制

「リスク・コンプライアンス委員会」を設置しており、潜在的リスクの早期

発見及び事故・不祥事等に対する迅速かつ適切な対応及び経営上の重大なリス

クへの対応方針、その他リスク管理の検討などを講じております。

④ 内部監査

内部監査人が作成した内部監査計画に基づき、当社の内部監査を実施し、そ

の結果を取締役会に報告しております。

⑤ 取締役

当社取締役が法令及び定款に則って職務を遂行するよう社外取締役を選任し、

取締役会を通じて活発な発言・意見交換が行われるよう努めております。なお、

当事業年度においては当社では17回の取締役会を開催しております。

⑥ 取締役（監査等委員）

当社監査等委員である取締役は、取締役会への出席や職務を補助すべき取締役

及び当該使用人による経営会議の参加結果の確認、その他稟議書の検閲などに

よって日常的なモニタリングを行い、監査機能を強化しております。また、特

定監査等委員を中心として会計監査人や内部監査人と四半期ごとに意見交換会
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を実施するなどし、より効率的な監査が実施できるように努めております。な

お、当事業年度において当社では15回の監査等委員会を開催しております。

⑦ 反社会的勢力への対応

当社は、「反社会的勢力排除に関する規程」に基づき、反社会的勢力の排除に

向けた体制の整備を強化しています。また、当社は、地域警察、顧問弁護士、

暴力団追放運動推進センター等の外部機関との連絡窓口を定め、随時情報交換

に努めており、反社会的勢力からの接触に適時適切に対応できる体制を構築し

ております。
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連 結 貸 借 対 照 表
2021年12月31日現在

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

［資産の部］ ［負債の部］

流動資産 2,098,717 流動負債 884,808

現金及び預金 991,963 買掛金 199,752

売掛金 988,051 未払費用 206,908

仕掛品 3,698 未払法人税等 74,909

貯蔵品 30,727 賞与引当金 81,465

その他 90,176 役員賞与引当金 42,300

貸倒引当金 △5,899 受注損失引当金 48

固定資産 719,273 その他 279,424

有形固定資産 38,209 固定負債 14,351

建物 23,289 繰延税金負債 14,351

工具、器具及び備品 14,920

無形固定資産 186,132

のれん 86,771 負債合計 899,160

その他 99,361 ［純資産の部］

投資その他の資産 494,931 株主資本 1,918,831

投資有価証券 219,543 資本金 377,785

敷金及び保証金 154,793 資本剰余金 357,785

長期貸付金 5,066 利益剰余金 1,194,715

繰延税金資産 70,067 自己株式 △11,454

その他 50,526

貸倒引当金 △5,066 純資産合計 1,918,831

資産合計 2,817,991 負債・純資産合計 2,817,991

※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
自 2021年１月１日
至 2021年12月31日

（単位：千円）

科 目 金 額

Ⅰ．売上高 3,801,334

Ⅱ．売上原価 2,525,375

売上総利益 1,275,958

Ⅲ．販売費及び一般管理費 915,426

営業利益 360,532

Ⅳ．営業外収益

投資事業組合運用益 8,816

貸倒引当金戻入額 9,100

その他 1,143 19,060

Ⅴ．営業外費用

その他 54 54

経常利益 379,538

税金等調整前当期純利益 379,538

法人税、住民税及び事業税 85,667

法人税等調整額 40,308 125,976

当期純利益 253,561

親会社株主に帰属する当期純利益 253,561

※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書
自 2021年１月１日
至 2021年12月31日

（単位：千円）

株主資本

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 377,391 357,391 951,371 △36,406 1,649,748 1,649,748

当期変動額

新株の発行 393 393 － － 787 787

親 会 社 株 主 に
帰属する当期純利益

－ － 253,561 － 253,561 253,561

自己株式の取得 － － － △7,764 △7,764 △7,764

譲渡制限付株式報
酬

－ △10,218 － 32,715 22,497 22,497

利益剰余金から資
本剰余金への振替

－ 10,218 △10,218 － － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額) － － － － － －

当期変動額合計 393 393 243,343 24,951 269,082 269,082

当期末残高 377,785 357,785 1,194,715 △11,454 1,918,831 1,918,831

※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表

Ⅰ．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

１ 連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況

(1) 連結子会社の数 １社

(2) 連結子会社の名称 株式会社エグゼクション

当連結会計年度より、株式会社エグゼクションを連結の範囲に含めておりま

す。これは、2021年4月に株式会社エグゼクションの全株式を取得したことによ

ります。

２ 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日の末日は、連結決算日と一致しております。

３ 会計方針に関する事項

① 有価証券

投資事業有限責任組合への出資

子会社及び関連会社でない組合等については、組合契約に規定される決算報

告日に応じて入手可能な最近の決算書に基づいて持分相当額を純額で取り込む

方法によっております。

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 仕掛品

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方

法により算定）を採用しております。

(2) 貯蔵品

先入先出法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により

算定）を採用しております。

③ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建物附

属設備については、定額法を採用しております。

また、2020年８月に取得した新事務所の建物附属設備については、利用可能

期間(５年)に基づく定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
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建物 ５年～18年

工具、器具及び備品 ５年～15年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

自社利用ソフトウエア 社内における見込利用可能期間(５年以内)に基

づいております。

④ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率を基礎

として、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会

計年度の負担額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当連結会計

年度の負担額を計上しております。

(4) 受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度で将来の損失が見

込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積もることが可能なものについては、

損失見積額を計上しております。

⑤ 収益及び費用の計上基準

受注制作ソフトウエアに係る収益および費用の計上基準

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる場合(金

額的な重要性が乏しい契約、または、工期がごく短期間のものを除く)について

は工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の場合につい

ては工事完成基準を適用しております。

⑥ のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、その効果が発現すると見積もられる期間で均等償

却することとしております。なお、株式会社エグゼクションの株式取得に伴う

のれんの償却期間は２年であります。
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⑦ その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

Ⅱ．会計上の見積りに関する注記

受注制作ソフトウエアの収益認識に係る工事原価総額の見積り

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

工事進行基準に係る売上高 496,459千円

(2) 会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

ソフトウエアの受注制作について、当連結会計年度末までの進捗部分につい

て成果の確実性が認められる案件に対して工事進行基準を適用しております。

工事進行基準の適用にあたっては、ソフトウエアの制作に係る工事原価総額に

対する、当連結会計年度末までに発生した実際原価の割合により算出した進捗

率を用いて、売上高を計上しております。

工事原価総額の見積りは顧客から要請された仕様に基づき行っており、この

見積りには計画作業期間、要員計画、作業単価、計画工数等の見積り要素が含

まれております。また、受注後においては、工事の進捗率に応じて発生した実

際原価を踏まえて、工事原価総額の見積りについて見直しを検討しており、シ

ステムバグ等のトラブルの発生や顧客からの仕様に対する要請が変更される場

合にも、工事原価総額の見直し検討を適宜に行っております。

当該見積りについて、工数の見積りに大幅な見直しを要する状況が発生した

場合には、翌連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を与える可能性が

あります。

Ⅲ．連結貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 79,962千円

Ⅳ．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類
当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度
末の株式数

普通株式 1,367,148株 984株 0株 1,368,132株

(注) 発行済株式の総数の増加は、新株予約権の行使による新株発行によるもの

であります。
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(2) 自己株式の総数に関する事項

株式の種類
当連結会計年度
期首の株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度
末の株式数

普通株式 14,700株 3,300株 13,332株 4,668株

(注)１．自己株式の増加3,300株は、取締役会決議に基づく自己株式の取得によ

るものであります。

２．自己株式の減少13,332株は、譲渡制限付株式報酬としての自己株の処分

による減少であります。

(3) 新株予約権等に関する事項

目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数

当連結会計年度
期首

増加数 減少数
当連結会計年度

末

普通株式 122,950株 0株 2,508株 120,442株

(注) 目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合

における株式数を記載しております。

Ⅴ．金融商品に関する注記

１ 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、ビジネス・テクノロジー・ソリューション事業を行うため

の資金計画に照らして、必要な資金を銀行借入等により調達しています。一時

的な余資は安全性の高い金融資産で運用しています。また、デリバティブ取引

は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、投資事業有限責任組合への出資であり、発行体の信用リス

クに晒されております。

敷金及び保証金は、事務所建物の賃貸契約に係る敷金等であり、契約先の信

用リスクに晒されております。

営業債務である買掛金、未払金、未払法人税等は、全て１年以内の支払期日

であります。
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(3) 金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、営業債権について、各事業部門が取引先の状況を定期的

にモニタリングしており、投資事業有限責任組合への出資については、当該

組合への諮問委員会への参加や当該組合が投資判断する投資委員会にオブザ

ーバーとして参加することで、発行体の状況を定期的にモニタリングしてお

ります。また、与信管理規程に従い、取引先ごとに与信限度額を設定し、経

理部が取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等

による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

② 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリス

ク）の管理

当社グループは、経理部が適時に資金繰り計画を作成・更新することによ

り流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合に

は合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変

動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価

額が変動することもあります。

(5) 信用リスクの集中

当連結会計年度の決算日現在における営業債権のうち特定の大口顧客に対す

るものはありません。
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２ 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり

ます。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含

まれておりません（（注２）を参照ください）。

連結貸借対照表計
上額

(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

(1) 現金及び預金 991,963 991,963 －

(2) 売掛金 988,051

貸倒引当金(※１) △5,899

982,152 982,152 －

(3) 敷金及び保証金
(※２)

58,175 34,970 △23,205

資産計 2,032,291 2,009,085 △23,205

(1) 買掛金 199,752 199,752 －

(2) 未払法人税等 74,909 74,909

負債計 274,661 274,661 －

(※１)売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。

(※２)敷金及び保証金については、償還予定を合理的に算定できるものを表示して

おります。

(注１) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金

これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該帳簿価額によっております。

(3) 敷金及び保証金

敷金及び保証金の時価は、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な

指標で割り引いた現在価値によっております。

負 債

(1) 買掛金、(2) 未払法人税等

これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していること

から、当該帳簿価額によっております。
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(注２) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表

計上額

区分 2021年12月31日

投資事業有限責任組合への出資 219,543千円

敷金及び保証金 96,300 ″

敷金及び保証金のうち、償還予定を合理的に算定できないものについては、時価

を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 敷金及び保証金」には含め

ておりません。

(注３) 金銭債権の決算日後の償還予定額

１年以内
(千円)

１年超
５年以内
(千円)

５年超
10年以内
(千円)

10年超
(千円)

現金及び預金 991,963 － － －

売掛金 988,051 － － －

敷金及び保証金 － 51,343 4,482 2,667

合計 1,980,014 51,343 4,482 2,667

敷金及び保証金については、償還予定を合理的に算定できるものを表示しており

ます。

Ⅵ．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 1,407円32銭

１株当たり当期純利益 176円36銭

Ⅶ．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

Ⅷ．その他の注記

取得による企業結合

１ 企業結合の概要

(1) 被取得企業の名称及び事業の内容

被取得企業の名称 株式会社エグゼクション

事業の内容 ビジネス・テクノロジー・ソリューション事業

(2) 企業結合を行った主な理由

相乗効果による受注増を目指すため。
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(3) 企業結合日

2021年４月９日(株式取得日)

2021年６月30日(みなし取得日)

(4) 企業結合の法的形式

株式取得

(5) 結合後企業の名称

変更はありません。

(6) 取得した議決権比率

100％

(7) 取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得することによるものです。

２ 当連結会計年度に係る連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

2021年７月１日から2021年12月31日まで

３ 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価 現金 315,000千円

取得の原価 315,000千円

４ 主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザリーに対する報酬・手数料等 3,000千円

５ 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(1) 発生したのれんの金額

115,695千円

なお、第２四半期連結会計期間末及び第３四半期連結会計期間末において、

取得原価の配分が完了しておらず、暫定的な会計処理を行っておりましたが、

当連結会計年度末に取得原価の配分が確定しております。この暫定的な会計処

理の確定に伴いのれんの金額は34,013千円減少しております。

(2) 発生原因

今後の事業展開により期待される将来の超過収益力であります。
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(3) 償却方法及び償却期間

２年間にわたる均等償却

６ 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 265,444千円

固定資産 20,660千円

資産合計 286,104千円

流動負債 120,813千円

負債合計 120,813千円

７ のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び償却期間

(1) 契約関連無形資産

51,013千円

(2) 償却方法及び償却期間

９年間にわたる均等償却

８．企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度

の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及び算定方法

売上高 582,678千円

経常利益 33,034千円

親会社株主に帰属する当期純利益 23,734千円

（概算額の算定方法）

企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定し、連結会計年度の開始

の日から企業結合までの取得企業の連結損益計算書における売上高及び損益情

報を、影響額の概算額としております。当該概算額には企業結合時に認識され

たのれん等が当連結会計年度開始の日に発生したものとし、償却額の調整を行

い算出しております。

なお、当該注記は監査証明を受けておりません。
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貸 借 対 照 表
2021年12月31日現在

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

［資産の部］ ［負債の部］

流動資産 1,768,230 流動負債 746,606

現金及び預金 794,908 買掛金 129,473

売掛金 855,764 未払金 89,010

仕掛品 3,698 未払費用 175,544

貯蔵品 30,718 未払法人税等 65,358

前渡金 32,713 前受金 18,552

前払費用 55,533 賞与引当金 80,667

貸倒引当金 △5,105 役員賞与引当金 42,300

固定資産 892,578 受注損失引当金 48

有形固定資産 29,383 その他 145,652

建物 19,057

工具、器具及び備品 10,325 負債合計 746,606

無形固定資産 51,182 ［純資産の部］

ソフトウエア 7,126 株主資本 1,914,202

ソフトウエア仮勘定 44,000 資本金 377,785

その他 55 資本剰余金 357,785

投資その他の資産 812,012 資本準備金 357,785

投資有価証券 219,543 利益剰余金 1,190,086

関係会社株式 318,000 その他利益剰余金 1,190,086

敷金及び保証金 154,793 繰越利益剰余金 1,190,086

長期貸付金 5,066 自己株式 △11,454

長期前払費用 50,526

繰延税金資産 69,148

貸倒引当金 △5,066 純資産合計 1,914,202

資産合計 2,660,808 負債・純資産合計 2,660,808

※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
自 2021年１月１日
至 2021年12月31日

（単位：千円）

科 目 金 額

Ⅰ．売上高 3,265,439

Ⅱ．売上原価 2,133,518

売上総利益 1,131,921

Ⅲ．販売費及び一般管理費 802,455

営業利益 329,466

Ⅳ．営業外収益

助成金収入 986

投資事業組合運用益 8,816

経営指導料 9,224

貸倒引当金戻入額 9,100

その他 155 28,283

Ⅴ．営業外費用

その他 54 54

経常利益 357,695

税引前当期純利益 357,695

法人税、住民税及び事業税 76,215

法人税等調整額 32,546 108,762

当期純利益 248,932

※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
自 2021年１月１日
至 2021年12月31日

（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

資 本 剰 余 金
合計

その他
利 益 剰 余 金 利 益 剰 余 金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 377,391 357,391 357,391 951,371 951,371

当期変動額

新株の発行 393 393 393 － －

当期純利益 － － － 248,932 248,932

自己株式の取得 － － － － －

譲渡制限付株式報
酬

－ △10,218 △10,218 － －

利益剰余金から資
本剰余金への振替

－ 10,218 10,218 △10,218 △10,218

当期変動額合計 393 393 393 238,714 238,714

当期末残高 377,785 357,785 357,785 1,190,086 1,190,086

株主資本
純資産
合計自己株式

株主資本
合計

当期首残高 △36,406 1,649,748 1,649,748

当期変動額

新株の発行 － 787 787

当期純利益 － 248,932 248,932

自己株式の取得 △7,764 △7,764 △7,764

譲渡制限付株式報
酬

32,715 22,497 22,497

利益剰余金から資
本剰余金への振替

－ － －

当期変動額合計 24,951 264,453 264,453

当期末残高 △11,454 1,914,202 1,914,202

※記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個 別 注 記 表

Ⅰ．重要な会計方針に係る事項に関する注記

１ 資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 仕掛品

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方

法により算定）を採用しております。

(2) 貯蔵品

先入先出法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により

算定）を採用しております。

２ 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建物附

属設備については、定額法を採用しております。

また、2020年8月に取得した新事務所の建物附属設備については、利用可能期

間(5年)に基づく定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ５～15年

工具、器具及び備品 ５～15年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

自社利用ソフトウエア 社内における見込利用可能期間(５年以内)に基づ

いております。

３ 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率を基礎

として、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年

度の負担額を計上しております。
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(3) 役員賞与引当金

役員に対する賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度

の負担額を計上しております。

(4) 受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末で将来の損失が見込

まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積もることが可能なものについては、損

失見積額を計上しております。

４ 収益及び費用の計上基準

受注制作ソフトウエアに係る収益及び費用の計上基準

当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる場合（金額

的な重要性が乏しい契約、または、工期がごく短期間のものを除く）について

は工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の場合につ

いては工事完成基準を適用しております。

５ 有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

なお、投資事業有限責任組合への出資については、組合契約に規定される決

算報告日に応じて入手可能な最近の決算書に基づいて持分相当額を純額で取り

込む方法によっております。

６ 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

Ⅱ．貸借対照表に関する注記

１ 有形固定資産の減価償却累計額 79,373千円

２ 関係会社に対する短期金銭債務 2,182千円
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Ⅲ．損益計算書に関する注記

関係会社との取引に係るものが以下の通り含まれております。

(1) 売上高 1,099千円

(2) 仕入高 3,890千円

(3) 営業取引以外の取引高 15,774千円

Ⅳ．株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 4,668株

Ⅴ．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因の内訳

繰延税金資産

貸倒引当金及び貸倒損失 3,114千円

賞与引当金 24,700 〃

役員賞与引当金 12,952 〃

株式報酬費 6,888 〃

その他 21,492 〃

繰延税金資産小計 69,148千円

評価性引当額 － 〃

繰延税金資産合計 69,148千円

繰延税金負債 －千円

繰延税金資産純額 69,148千円
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Ⅵ．関連当事者との取引に関する注記

種類
会社等の
名称

議決権等
の所有割

合

関連当事
者との関

係

取引の内
容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

子会社
株式会社
エグゼク
ション

所有
直接
100％

営業上の
取引及び
役員の兼

務

経営指導
料

9,224 － －

(注)１．記載金額のうち、取引金額には消費税は含まれておりません。

２．経営指導料については、運営経費を基に決定しております。

Ⅶ．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 1,403円93銭

１株当たり当期純利益 173円14銭

Ⅷ. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告 謄本

独立監査人の監査報告書
2022年2月25日

株式会社パワーソリューションズ
取締役会 御中

有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所

指定有限責任社員
公認会計士 芝 田 雅 也

業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員

公認会計士 早 稲 田 宏
業 務 執 行 社 員

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社パワーソリューションズの2021年1

月1日から2021年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、株式会社パワーソリューションズ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書
類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算

書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結
計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
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連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能
性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監
査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可
能性がある。

・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及
び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。

・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分か
つ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関
して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又
は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す

べき利害関係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告 謄本

独立監査人の監査報告書
2022年2月25日

株式会社パワーソリューションズ
取締役会 御中

有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所

指定有限責任社員
公認会計士 芝 田 雅 也

業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員

公認会計士 早 稲 田 宏
業 務 執 行 社 員

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社パワーソリューションズの

2021年1月1日から2021年12月31日までの第20期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）
について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、当該計算書類.等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて
いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、ま
た、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十
分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類

等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
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計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から
計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が
あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な
不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意
見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に
基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内
容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
の他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又
は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。
以 上
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監査等委員会の監査報告 謄本

監 査 報 告 書
当監査等委員会は、2021年1月1日から2021年12月31日までの第20期事業年度の取締役の職務の執行

について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
（1）監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議

の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況について取締
役及び内部監査部門その他使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受
け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。
①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、

取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び内部監査部門その他使用人等からその職務
の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本
社及び各事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社について
は、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社か
ら事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する
とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求
めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体
制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年
10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求
めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書
類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検
討いたしました。

２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているもの
と認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認め
られません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統
制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事
項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年２月25日

株式会社パワーソリューションズ 監査等委員会

監査等委員 尾 崎 弘 之 ㊞

監査等委員 中 村 修 一 ㊞

監査等委員 岩 下 誠 ㊞

（注）監査等委員 尾崎弘之、中村修一及び岩下誠は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定す
る社外取締役であります。

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 定款一部変更の件

１．提案の理由

（１） 当社は、業務執行の責任と権限を明確にし、経営の機動性を高める

ことを目的として、執行役員制度を導入します。

これに伴い、執行役員に関する規定を新設し、会長及び社長以外の

地位は執行役員の地位とするための変更を行い、また、これらの変更

に伴う条数の変更を行うものであります。

（２） 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条た

だし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度の施行日が2022年9月

1日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報につい

て電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面

に記載する事項の範囲を限定することができる旨の規定を設けるもの

であります。

また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提

供の規定は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更

に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

２．変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現行定款 変更案

第１条～第16条（条文省略）

（株主総会参考書類等のインターネッ
ト開示とみなし提供）
第17条 当会社は、株主総会の招集に

際し、株主総会参考書類、事業
報告、計算書類及び連結計算書
類に記載又は表示をすべき事項
に係る情報を、法務省令に定め
るところに従いインターネット
を利用する方法で開示すること
により、株主に対して提供した
ものとみなすことができる。

第１条～第16条（現行どおり）

（削除）
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現行定款 変更案

(新設）

第18条（条文省略）

第４章取締役及び取締役会
第19条～第21条（条文省略）

（代表取締役及び役付取締役）
第22条 取締役会は、その決議によっ

て、代表取締役を選定する。
（２） 取締役会は、その決議によっ

て、取締役会長、取締役社長各
１名、取締役副社長、専務取締
役及び常務取締役各若干名を定
めることができる。

第23条～第30条（条文省略）

（新設）

第31条～第41条（条文省略）

（電子提供措置等）
第17条 当会社は、株主総会の招集

に際し、株主総会参考書類等
の内容である情報について、
電子提供措置をとるものとす
る。

（２） 当会社は、電子提供措置を
とる事項のうち法務省令で定
めるものの全部または一部に
ついて、議決権の基準日まで
に書面交付請求した株主に対
して交付する書面に記載しな
いことができる。

第18条（現行どおり）

第４章取締役、取締役会及び執行役員
第19条～第21条（現行どおり）

（代表取締役及び役付取締役）
第22条 取締役会は、その決議によ

って、代表取締役を選定する。
（２） 取締役会は、その決議によ

って、取締役会長、取締役社
長各１名を定めることができ
る。

第23条～第30条（現行どおり）

（執行役員）
第31条 当会社は、取締役会の決議

によって、執行役員を選任し、
当会社の業務を分担して執行
させることができる。

（２） 取締役会は、その決議によ
って、役付執行役員を選定す
ることができる。

第32条～第42条（現行どおり）
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現行定款 変更案

（附則）
第１条（条文省略）

（新設）

（附則）
第１条（現行どおり）

第２条 変更前定款第17条（株主総
会参考書類等のインターネッ
ト開示とみなし提供）の削除
及び変更後定款第17条（電子
提供措置等）の新設は、2022
年9月1日から効力を生ずるも
のとする。

（２） 前項の規定にかかわらず、
2023年2月末日までの日を株主
総会の日とする株主総会につ
いては、変更前定款第17条
（株主総会参考書類等のインタ
ーネット開示とみなし提供）
はなお効力を有する。

（３） 本附則第２条は、2023年3月
１日または前項の株主総会の
日から3か月を経過した日のい
ずれか遅い日後にこれを削除
する。
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第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じで

す。）全員（６名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして

は、取締役４名の選任をお願いするものであります。

監査等委員会は、各候補者に関して、当事業年度における業務執行状況及び業

績等を評価したうえで、当社の取締役として適任であると判断しております。

取締役候補者は次のとおりであります。
候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

１

ふじた かつひこ

藤田 勝彦
(1959年10月３日)

再 任

1985年４月 野村コンピュータシステム株式会社（現 株
式会社野村総合研究所）入社

5,333株

2000年６月 同社 投信システムサービス事業部長

2001年６月 同社 資産運用システムサービス事業部長

2004年10月 同社 投資情報事業部長

2009年10月 同社 ＢＰＯ事業推進部長

2010年４月 同社 プロセスイノベーション事業部長

2010年７月 ＮＲＩプロセスイノベーション株式会社 代
表取締役社長

2013年４月 株式会社野村総合研究所 執行役員 資産運
用ソリューション事業本部長

2017年４月 同社 常務執行役員 資産運用ソリューショ
ン事業本部長

2018年４月 ＮＲＩワークプレイスサービス株式会社 代
表取締役社長

2020年７月 当社入社 顧問

2020年８月 当社 代表取締役会長（現任）

２

たかはし ただろう

高橋 忠郎
(1976年３月27日)

再 任

2001年４月 ＡＩＧシステムズ株式会社入社

63,555株

2004年４月 当社 入社

2007年９月 当社 資産運用システムコンサルティング１
部長

2008年１月 当社 取締役システムコンサルティング本部
長

2008年７月 当社 取締役金融ITコンサルティング本部長
ITコンサルティング６部長

2014年１月 当社 取締役金融ITコンサルティング本部長

2017年７月 当社 取締役副社長

2018年１月 当社 取締役副社長経営管理本部長

2020年１月 当社 取締役副社長経営管理本部長兼経営企
画担当

2020年３月 当社 取締役経営企画担当

2020年９月 当社 取締役経営企画担当兼デジタルインテ
グレーション推進本部担当

2020年11月 当社 取締役経営企画担当兼デジタルインテ
グレーション推進本部担当兼IT戦略コンサル
ティング副本部長

2021年３月 当社 代表取締役社長（現任）
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

３

かわしま しづこ

川嶋 しづ子
(1972年７月８日)

再 任

1993年４月 日本生命保険相互会社入社

3,333株

1994年10月 株式会社ツーリストサービス入社

2002年１月 当社 入社

2008年７月 当社 管理部長

2016年１月 当社 常勤監査役

2020年３月 当社 取締役経営管理本部長（現任）

４

さとう なるのぶ

佐藤 成信
(1970年10月８日)

再 任

1997年４月 株式会社野村総合研究所入社

396,000株
2002年１月 当社設立 代表取締役社長

2021年３月 当社 取締役（現任）

2021年４月 株式会社エグゼクション 代表取締役社長
（現任）

(注)1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 取締役佐藤成信氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社である合同会社未来

企画が保有する株式数を含んでおります。

3. 当社は取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結してお

り、被保険者である取締役がその職務に関し損害賠償責任を負うことまたは

当該責任の追及に関する請求を受けることにより生じる損害を当該保険契約

により填補することとしております。

本議案の候補者全員は、選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者

に含まれることになります。

また、当社は当該保険契約を任期途中に更新することを予定しております。
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第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役全員（３名）は本総会終結の時をもって任期満了とな

ります。つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするもので

あります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

１

おざき ひろゆき

尾崎 弘之
(1960年４月17日)

再 任

1984年４月 野村證券株式会社入社

6,000株

1993年５月 モルガン・スタンレー証券株式会社（現 モ
ルガン・スタンレーMUFG証券株式会社）入社

1993年12月 同社 ヴァイスプレジデント

1995年９月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社

1998年12月 同社 投信執行役員

2001年５月 SBIホールディングズ株式会社入社

2004年４月 ディナベック株式会社（現 株式会社IDファ
ーマ）入社 取締役CFO

2005年５月 東京工科大学大学院教授

2010年７月 当社 取締役

2012年６月 フジッコ株式会社監査役

2015年４月 神戸大学大学院教授（現任）

2015年６月 デリカフーズホールディングス株式会社取締
役（現任）

2016年５月 株式会社ダイセキ環境ソリューション取締役
監査等委員（現任）

2020年３月 当社 監査等委員である社外取締役（現任）

（選任理由及び期待される役割の概要）

金融機関等の豊富な経験や見識を有しており、外部的視点から当社の経営に適

切な助言をいただくことを期待し、引き続き監査等委員である社外取締役とし

て選任をお願いするものです。
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候補者
番 号

氏 名

（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社
の株式の数

２

なかむら しゅういち

中村 修一
(1973年６月17日)

再 任

1996年11月 株式会社ビジネスブレイン入社

4,000株

2000年４月 株式会社ビジネストラスト入社

2002年11月 税理士資格取得 中村修一税理士事務所開設
所長就任（現任）

2004年７月 日本システムクリエイト株式会社入社

2008年３月 当社 監査役

2010年５月 合同会社さくら会計設立 代表社員（現任）

2020年３月 当社 監査等委員である社外取締役（現任）

（選任理由及び期待される役割の概要）

税理士として長年企業等の会計業務に携わってこられ、会計及び税務に関する

高度な知識や経験を有しております。高い倫理観、公正・公平な判断力に加

え、当社経営に対する適正な監査を実施するのに必要な経験及び見識を有して

おられるため、その豊富な知識、経験等を企業経営の監視に活かしていただく

ことを期待し、引き続き監査等委員である社外取締役として選任をお願いする

ものであります。なお、同氏は、会社の経営に関与した経験はありませんが、

上記の理由により監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行すること

ができると判断しております。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する当社
の株式の数

３

いわした まこと

岩下 誠
(1952年10月６日)

再 任

1975年４月 農林中央金庫入庫

-

1985年７月 同金庫資金証券部・国際金融部部長代理・営
業第五部課長

1993年７月 NKU投資顧問株式会社（現 農林中金全共連
アセットマネジメント）出向 運用部長

1996年６月 農林中央金庫宮崎支店長

1998年７月 農中証券株式会社(現 みずほ証券株式会社）
出向 資本市場部長・証券営業部長

2001年６月 農林中央金庫証券業部長

2003年６月 同金庫営業第一部長

2005年６月 協同リース株式会社（現 JA三井リース株式
会社）取締役

2007年２月 同社 常務取締役

2008年10月 同社 常務執行役員

2009年５月 ブリマハム株式会社顧問

2009年６月 同社 常勤監査役

2017年３月 当社 監査役

2020年３月 当社 監査等委員である社外取締役（現任）

（選任理由及び期待される役割の概要）

金融機関の出身であり、上場会社の監査役経験があり、多面的な企業経営の知

見を深めておられます。高い倫理観、公正・公平な判断力に加え、当社経営に

対する適正な監査を実施するのに必要な経験及び見識を有しておられるため、

当該知識と実務経験等を企業経営の監視に活かしていただくことを期待し、引

き続き監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
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(注)1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 尾崎弘之氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、社

外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、11年８ヶ月、監査

等委員である社外取締役としての在任期間は、２年となります。

3. 中村修一氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、そ

の在任期間は、本総会終結の時をもって、２年となります。

4. 岩下誠氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役でありますが、その

在任期間は、本総会終結の時をもって、２年となります。

5．当社は、尾崎弘之氏、中村修一氏及び岩下誠氏との間で会社法第427条第１

項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任について、同法第425

条第１項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結して

おります。各氏の選任をご承認いただいた場合は、各氏との間で同内容の契

約を継続する予定であります。

6．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償

責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の12

頁に記載のとおりです。監査等委員である社外取締役候補者の選任が承認さ

れますと、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当

該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

7．当社は、尾崎弘之氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出

ており、同氏の選任をご承認いただいた場合、当社は引き続き同氏を独立役

員として届け出る予定です。
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第４号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式

の付与のための報酬改定の件

当社の取締役報酬の額は、2020年3月27日開催の第18期定時株主総会において、

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額について年額3億円以内（た

だし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とご承認いただいておりま

す。また、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」という。）の取締役（監査等

委員である取締役を除く。）の報酬額は、2021年3月30日開催の第19期定時株主総

会において、金銭報酬額の内枠で年額3,000万円以内とご承認いただいておりま

す。今般、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」とい

う。）に、さらなる当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与す

るとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、本制度

を改定し、新たに、当社における一定期間の継続した勤務に加えて、当社の取締

役会が目標値として設定した一定の業績目標を上回ることを譲渡制限解除の条件

とする新制度を本制度に追加することといたします。つきましては、当該新制度

により、金銭報酬額の内枠かつ従来の本制度の外枠にて、対象取締役に対し、新

たに報酬として譲渡制限付株式（以下「本譲渡制限付株式」という。）を付与する

ことにつきご承認をお願いいたします。

現在の取締役（監査等委員である取締役を除く。）は６名ですが、第２号議案が

原案どおり承認可決されますと、取締役（監査等委員である取締役を除く。）は４

名となります。

本議案に基づき対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき当社の普通株式に

ついて発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の

普通株式の総数は、年12,000株以内（ただし、最大で、3年分累計36,000株以内を

一括して支給できるものとする。また、本議案が承認可決された日以降、当社の

普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む。）又は株式併合が行わ

れた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総

数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整する。）

とし、金銭報酬額の内枠かつ従来の本制度の外枠で年額2,400万円以内（3年分累

計の場合には7,200万円以内。また、本譲渡制限付株式の発行又は自己株式の処分

は、対象取締役の報酬として募集に係る株式を発行等するものであり、募集株式

と引換えにする金銭の払込みは要しないが、対象取締役の報酬額は、1株につき各

取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の

終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）と

して算出する。）とします。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当

たっては、当社と対象取締役との間で、概要、以下の内容を含む譲渡制限付株式

割当契約（以下「本割当契約」という。）を締結するものとします。なお、各対象

取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定するこ
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とといたします。

(1) 対象取締役は、本譲渡制限付株式の割当日から当社の取締役その他当社取

締役会で定める地位を喪失する日までの間（以下「譲渡制限期間」という。）、

本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式（以下「本割当株式」とい

う。）について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（以下

「譲渡制限」という。）。

(2) 当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中に、継続して、上記(1)の地位に

あったことに加え、当社の取締役会が目標値として設定した一定の業績目標

を上回ることを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満

了した時点をもって譲渡制限を解除する。

(3) 当社は、譲渡制限期間が満了した時点（ただし、本割当契約において別段

の定めがあるときは当該時点）において上記(2)の定めに基づき譲渡制限が解

除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(4) 上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会

社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画

その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編

等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取

締役会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、合理的に定

める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡

制限を解除する。

(5) 上記(4)に規定する場合においては、当社は、上記(4)の定めに基づき譲渡

制限が解除された直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割

当株式を当然に無償で取得する。

(6) 本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契約改定の方法その

他取締役会で定める事項を本割当契約の内容とする。

なお、当社は2021年2月12日開催の取締役会において取締役の個人別の報酬等の

内容に係る決定に関する基本方針を定めておりますが、本議案が原案通り承認可

決された場合、当社は、当該方針を本議案の内容に沿った形で変更することを予

定しております。また、本譲渡制限付株式の価値を割当てに係る取締役会決議日

時点の時価で評価した金額は上記の年額の上限を範囲内とし、希釈化率も軽微で

あることから、本譲渡制限付株式の付与は相当なものであると判断しております。

以 上
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〈メ モ 欄〉
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定時株主総会会場ご案内図

会 場 東京都千代田区九段北一丁目８番10号

ベルサール九段 ４階

（住友不動産九段ビル）

主要交通機関 東京メトロ半蔵門線、都営新宿線
「九段下駅」５番出口より徒歩５分
東京メトロ東西線
「九段下駅」７番出口より徒歩３分
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